
　10 月１日（土）から、現在流行しているオミクロ
ン株に対応したワクチン接種を開始しています。従来
のワクチンを上回る重症化予防効果や感染予防効果、
発症予防効果も期待されます。接種を希望する方は、
医療機関等に予約してください。
〇対 象 者　初回（１、２回目）接種を完了した 12
　　　　　　歳以上の方
〇接種間隔　前回の接種から５か月経過後
〇接種回数　１人１回（現時点）
〇接 種 券　既に配布されている３、４回目の接種券
　　　　　　は使用可能
※３、４回目の接種が済まれた方には５か月経過後に
　随時発行します。
〇問 合 せ　新型コロナワクチンコールセンター
　　　　　　☎ 33-2700

　串木野健康増進センターで乳幼児の歯科検診のお手
伝いをしていただく方を募集します。
〇時 間　12：00 ～ 16：00
〇回 数　月３～４回
〇内 容　個別のブラッシング指導とフッ素塗布
〇謝 金　1,250 円（１時間当たり）
※登録方法や業務などの詳しい内容は、お問い合わせ
　ください。
〇問合せ　子どもみらい課　☎ 24-8310

　2023 年開催燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大
会開催１年前イベントとして、３×３バスケットボー
ルの交流試合を開催します。皆様のご観覧をお待ちし
ています。
〇日 時　10 月 15 日（土）14：00 ～
〇場 所　総合体育館
〇組合せ　EXPLORERS KAGOSHIMA（鹿児島県）

×
　　　　　LEO BLACKS SAGA（佐賀県）
〇観覧料　無料
〇問合せ　シティセールス課　☎ 33-5642

　次のような方は、市役所窓口への届出が必要ですの
で、必ず 14 日以内に手続きをしましょう。
〇国民健康保険に加入するとき
　・他の市町村から転入し、職場の健康保険などに加入
　していないとき
　・職場の健康保険などをやめたとき
※国民健康保険税は、届出の日ではなく、転入した日、
　または職場の健康保険の資格を失った日から課税さ
　れます。
〇国民健康保険をやめるとき
　・他の市町村へ転出するとき
　・職場の健康保険などに加入したとき
※職場の健康保険などに加入した場合は、必ず国民健
　康保険をやめる届出をしてください。保険税（料）
　を二重に支払ってしまうことがあります。またその
　際には、国民健康保険証で医療機関を受診しないよ
　うお願いします。
〇問合せ　健康増進課　　　☎ 33-5613
　　　　　市来庁舎市民課　☎ 21-5111

　市では、地域の振興と福祉の向上を目的として、川
内原子力発電所から概ね 10km の圏域にある羽島・
荒川地区内で、九州電力（株）や新電力会社など小売
電気事業者から電気の供給を受けている世帯と事業所
を対象に、従来の国（県）が交付している原子力発電
施設周辺地域給付金に加算して給付金を交付します。
〇加算給付金の交付対象
　羽島・荒川地区内で、小売電気事業者等から、給付
　基準日に電気の供給を受けている電灯需要家及び電
　力需要家
〇給付基準日　10 月１日（土）
〇加算給付金額
　・電灯需要家…電灯契約（農事用除く）１口当たりの
　　　　　　　給付金額（年額 3,000 円）
　・電力需要家…電力契約（農事用除く）契約電力１kW
　　　　　　　当たりの給付金額（年額 756 円）
　・農事用契約…基準日の属する月の前 12 か月の使用
　　　　　　　実績に基づいた金額（単価×使用月
　　　　　　　数 /12 か月）
〇交付の時期と方法
　加算給付金は、年１回、10 月下旬から３月下旬に
　かけて交付します。なお交付時期は、契約の電力会
　社により異なり、給付対象者に対して、事前にハガ
　キでお知らせします。
〇問 合 せ　企画政策課　☎ 33-5628

オミクロン株対応コロナワクチン接種開始！

歯科衛生士の雇用登録者募集

国体開催１年前イベント
国民健康保険の届出は14日以内に

原子力発電施設周辺地域
加算給付金の交付
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　共同募金の助成を通じ、地域の新たな課題を発見し、
問題解決を行う福祉活動を支援します。
〇対象活動
　市民の参加・協力により自主性をもって地域の福祉
　課題を解決していく活動
　（例）高齢者支援・障害者支援・ヤングケアラー支
　援・ひきこもり支援・生活困窮者の支援等
　※他の公的助成金との重複事業や政治活動、宗教活
　　動、営利活動を目的とした事業等は助成対象とし
　　ません。
〇対象団体　次の①～③すべてを満たす団体
①市内で活動を行う団体
②ボランティア団体・市民活動団体（法人の有無は問
　わないが、規約や予算等を備えていること）
③共同募金の趣旨について理解し、共感し、共同募金
　運動に積極的に参画し推進する団体
〇助成金限度額　
　事業費の 10/10（上限 50,000 円以内）
〇事業期間　令和５年４月～令和６年２月末日
〇応募期間　10 月１日（土）～ 12 月 15 日（木）
〇申込・問合せ　いちき串木野市共同募金委員会
　　　　　　　　（社会福祉協議会内）　☎ 32-3183

　市では 65 歳以上の方々が、元気で健康的な生活を
送るための支援事業として「高齢者元気度アップ・ポ
イント事業」を実施しています。
　この事業は、自主的に健康づくりや社会参加活動に
参加するとポイントがもらえ、貯まったポイントは地
域商品券と交換できます。
　参加希望の方は、説明会への出席と登録が必要です。
社会福祉協議会へ事前に電話でお申し込みください。
〇対 象 者　65 歳以上の市民
〇申込締切　10 月 18 日（火）
〇説 明 会
　・日時　10 月 25 日（火）10：00（受付９：30 ～）
　・場所　串木野高齢者福祉センター
※参加する方は、マスクの着用をお願いします。
　また、体調の悪い方は参加をご遠慮ください。
※新型コロナウイルスの感染状況により、中止となる
　場合があります。
※次回以降の説明会は、11 月 28 日（月）、12 月 20
　日（火）に開催予定です。
〇申込・問合せ　社会福祉協議会　☎ 32-3183

　65 歳以上の高齢者を対象としたインフルエンザ予
防接種を協力医療機関で実施し、その費用を一部助成
します。詳しくは対象となる方に送付する通知をご覧
ください。インフルエンザの流行前に、早めの接種を
お勧めします。
〇実施期間　10 月１日（土）～ 12 月 31 日（土）
〇対 象 者　次のいずれかの方
　・本市に住所があり、接種当日に 65 歳以上の方
※令和４年 10 月～ 12 月に 65 歳になられる方は予
　診票の接種期間にご注意ください。
　・満 60 歳以上 65 歳未満の方で、心・腎疾患等の障
　害を有するものとして厚生労働省令に定める方
〇接 種 料　1,300 円（助成後）
※実施期間以外は、全額自己負担となります。
※生活保護世帯の方は減免がありますので、福祉課で
　手続きをしてください。
〇そ の 他
　・体調の良い日に接種することをお勧めします。
　・法律上、インフルエンザの予防接種を受ける義務は
　ありません。自らの意思で、接種を希望する方のみ
　接種を受けてください。
〇問 合 せ　串木野健康増進センター　☎ 33-3450

　生活習慣病の早期発見・早期治療のための「特定健
診」と「長寿健診」は、10 月末が受診期限です。早
めに市内医療機関に予約をし、受診券等をお持ちにな
り、受診してください。
〇対象者
　・国民健康保険加入者で 40 歳～ 74 歳の方
　・後期高齢者医療制度加入者（75 歳以上）
〇期 間　10 月 31 日（月）まで（無料）
〇問合せ　健康増進課　☎ 33-5613

　共同募金の助成を通じ、地区まちづくり協議会や自
治公民館、ボランティア団体等による次の福祉活動に
ついて助成を行います。
〇助成内容

〇実施期間　10 月１日（土）～令和５年３月 20 日（月）
〇応募期間　10 月１日（土）～ 12 月 23 日（金）
〇申込・問合せ　社会福祉協議会　☎ 32-3183

赤い羽根共同募金　公募助成事業
ボランティア・市民活動支援助成金

高齢者元気度アップ・ポイント事業
参加者募集（ポイントカードの発行）

高齢者インフルエンザ（季節性）予防接種

特定健診・長寿健診は10月31日が期限です

地域福祉活動助成事業募集

助成対象活動 助成金額

福祉研修会・認知症徘徊訓練・
防災マップ作成等助成

20,000 円以内

ひとり暮らし高齢者等給食会（配布含む） １人 500 円以内

子育てサロン活動 20,000 円以内

子ども食堂（継続する食堂） １回 5,000 円上限
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　高齢者等が暮らしやすい日常生活を送るための重要な課題である「生活支援」の体制づくりを行うため、地域
包括支援センターは社会福祉協議会と連携し、生活支援グループ（困りごと支え隊）や個人ボランティア（かせ
とも・かせともキッズ）の立ち上げのための養成講座を行います。
　また、社会福祉協議会でも、まちづくり協議会を窓口とした「地区社協」活動を推進することで地区や公民館
を主体とした「生活支援」の体制づくりを行っています。「生活支援」に興味のある方は、ぜひ受講してみませ
んか？
〇日 時　11 月６日（日）９：00 ～ 12：30
〇場 所　防災センター２階会議室
〇対 象 者　満６歳以上の方（15 歳までは活動に保護者同伴を条件）
〇講 座 内 容
　①生活支援はなぜ必要なのか　　　②「困りごと支え隊」及び「かせとも」とは
　③「介護施設ボランティア」とは　④生活支援の実際
⑤緊急時の対応　　　　　　　　　　⑥認知症の理解
※受講者は困りごと支え隊、かせとも、かせともキッズのどの活動も参加可能です。
※小中学生は④～⑥の講座のみの受講でも講座修了とみなします。その際は 10：30 から受講してください。
※これまで介護施設ボランティアや慰問をしていた方は、この講座を受講してください。
※介護人材確保ポイント事業のポイントカードは 30 分で１ポイントが貯まります。
〇申 込 締 切　10 月 25 日（火）
〇申込・問合せ　地域包括支援センター　☎ 33-5644

　令和５年 10 月１日から、取引における消費税額を正確に把握するためのインボイス制度が始まります。
　インボイス制度（適格請求書等保存方式）とは、買手が仕入額控除を適用するためには、原則として売手から
交付を受けたインボイス（適格請求書）を保存する必要がある方式です。
　これに伴い、売手は、令和５年 10 月１日からインボイスを交付するためには、令和５年３月 31 日までに登
録申請手続を行う必要があります。
　伊集院税務署では、事業者の皆様にインボイス制度への理解を深めていただくとともに、
それぞれの事業者に応じた対応や準備を進めていただけるよう、下記のとおりインボイス
制度登録申請等説明会を開催しますので、是非ご参加ください。
　詳しくは、国税庁（熊本国税局）のホームページまたは右の二次元コードを読み取りください。 
〇インボイス制度登録申請等説明会

※事前予約制としていますので、各申込期限までに税務署に電話でお申し込みください。
※説明会当日は、スマートフォン、マイナンバーカード及び暗証番号、利用者識別番号及び暗証番号がわかるも
　のをお持ちになれば、e-Tax による登録申請ができます。
※新型コロナウイルスの感染状況により、中止または延期する場合があります。
〇問合せ　伊集院税務署　調査部門　☎ 099-273-2563

いちき串木野市介護人材確保ポイント事業
令和4年度第2回　生活支援ボランティア養成講座のご案内

～誰もが安心して暮らせるためのお手伝いをしませんか～

インボイス制度登録申請等説明会の開催

開催日時 場所 対象 定員 申込期限

10月21日（金）10：00～

伊集院税務署

個人事業者 20名
10月19日（水）17：00

10月21日（金）13：30～ 法人 20名

11月25日（金）10：00～ 個人事業者 20名
11月22日（火）17：00

11月25日（金）13：30～ 法人 20名

12月16日（金）10：00～ 個人事業者 20名
12月14日（水）17：00

12月16日（金）13：30～ 法人 20名
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　予約制による年金相談です。年金についてわからな
いこと、過去に厚生年金 ･ 船員保険などに加入してい
た方もご相談ください。
〇日 時　11 月４日（金）9：30 ～ 15：30
〇場 所　串木野庁舎　地下大会議室
〇相 談 員　川内年金事務所職員
〇申込期限　10 月 28 日（金）
〇当日持参するもの
　・年金手帳または基礎年金番号通知書
　・本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード、
　健康保険証等）
※代理の場合、委任状と代理人の本人確認書類
〇申込・問合せ　市民生活課　　　☎ 33-5612　　
　　　　　　　　市来庁舎市民課　☎ 21-5111

　台風等の影響により、次のような被害を受け、災害
発生後に納期限の到来する市県民税・国民健康保険
税・介護保険料・後期高齢者医療保険料を納めること
が困難な方は、申請により減免が受けられる場合があ
りますので問い合わせください。
　ただし、既に納付済みの場合は減免
対象にはなりません。
　詳しくは、右の二次元コードを読み
取りください。
〇減免対象の被害内容
　・納税義務者が死亡または障がい者となった場合
　・住宅等が全半壊するなど著しく損害を受けた場合
　・農作物の被害により大幅に収入が減少した場合
〇問合せ　税務課　☎ 33-5616

　国・県や市に対する苦情、意見、要望などについて、
本市担当の行政相談委員が相談に応じます。
　相談は無料です。お気軽にご相談ください。
【串木野地域・市来地域合同】
〇日 時　10 月 19 日（水）9：30 ～ 12：00
〇場 所　まちなかサロン
〇相談委員　東　節代・德重　涼子
〇問 合 せ　まちづくり防災課　☎ 33-5632

　行政相談マスコットキャラクター
　「キクーン」

　日本年金機構から、公的年金の源泉徴収の対象とな
る年金受給者の方へ『令和５年分扶養親族等申告書』
が順次送付されています。必要事項を記入して、期限
までに提出（同封の返信用封筒に切手を貼って投函）
してください。提出しなかったり、提出が遅れたりす
ると、各種控除が受けられず、令和５年２月以降の年
金から、多くの所得税が源泉徴収される場合がありま
す。
※押印は不要です。
〇対 象 者　老齢（退職）年金の年間支給額が、
　・65 歳未満の方：108 万円以上
　・65 歳以上の方：158 万円以上
〇提出期限　申告書の右上部に記載されています。
※10 月までにお手元に届いた方の提出期限は、10 月
　31 日（月）です。
〇問 合 せ（記入方法など、申告書全般）
　・「扶養親族等申告書相談チャット」24 時間対応
※右の二次元コードを読み取りください。　　　　　
　 
　　日本年金機構　　検索
　・「扶養親族等申告書お問い合わせダイヤル」　
　☎ 0570-081-240（ナビダイヤル）
※ 050 から始まる電話の方　☎ 03-6837-9932
　受付　月曜日　　　　8：30 ～ 19：00
　　　　火～金曜日　　8：30 ～ 17：15
　　　　第２土曜日　　9：30 ～ 16：00
　（月曜日が祝日の場合、翌開所日は 19：00 まで）
　・川内年金事務所　☎ 22-5276
　・市民生活課　　　☎ 33-5612
　・市来庁舎市民課　☎ 21-5111

　「健康な人づくりで豊かな郷土を築こう」をスロー
ガンに、誰もが健やかで生きがいを持っていきいきと
暮らせる長寿社会を目指して、「元気いきいきフェス
タ 2022（保健福祉大会）」を開催します。
※新型コロナウイルスの感染状況により、中止となる
　場合もありますので、ご了承ください。
〇日時　11 月 22 日（火）10：00 ～ 12：00
〇場所　市民文化センター
〇内容
　・アトラクション出演者募集
　歌、踊り、楽器演奏等
　・高齢者作品展作品募集
　手芸品、民芸品、書、絵画、写真、農産品、
　花卉、盆栽等
【共通】
〇参加資格　市内に居住する 65 歳以上の方
〇申込方法　10 月 25 日（火）までに、お住いの地区
　　　　　　の高齢者クラブへお申し込みください。
〇問合せ　福祉課　☎ 33-5619

年金相談所を開設

秋の巡回行政相談

「令和５年分公的年金等の受給者の扶養
親族等申告書」の提出をお忘れなく！

台風等の影響により被害を受けた皆様へ

『元気いきいきフェスタ2022
（保健福祉大会）』出演者・作品募集
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〇訓練内容
　・ワープロ（Word）、表計算（Excel）ソフトを利用
　したパソコンの基本操作
　・インターネット等の情報の管理・活用等の実践的技
　術の習得
　・仕事に必要なコミュニケーション能力、ビジネスマ
　ナーの習得
〇対 象 者
　障がいがある方で、早期の就職や再就職を目指す方
　※就労支援事業所等で支援を受けている方も可
〇訓練期間　12月21日（水）～令和５年３月17日（金）
　　　　　　※土・日・祝日・年末年始は原則休講
〇訓練時間　9：30 ～ 16：00
〇訓練会場　
　特定非営利活動法人 ｅワーカーズ鹿児島　鹿児島校
　〒 892-0838　鹿児島市新屋敷町 16 番
　（鹿児島県住宅供給公社ビル４階 417 号室）
〇授 業 料　無料（教材費は 4,400 円）
〇定 員　11 名
※応募者少数時、訓練を実施しない場合有り
〇応募期間　10 月３日（月）～ 11 月 22 日（火）
〇面 接
　・期日　12 月５日（月）
　・場所　特定非営利活動法人 ｅワーカーズ鹿児島　鹿児島校
〇合格発表　12 月 12 日（月） ※本人宛に通知
〇入 校 式　12 月 21 日（水） 
〇願書提出先　最寄りのハローワーク
※願書（指定用紙）は最寄りのハローワークまたは次  
　の問合せ先に準備してあります。
〇問 合 せ　鹿児島障害者職業能力開発校
　　　　　　（薩摩川内市入来町浦之名 1432）
　　　　　　☎ 44-2206　FAX 44-2207

　「日本一安全で安心なまちづくり」のために、市民
の皆さんもできる人が、できる時に、できることから
防犯対策に心がけましょう。
〇運動期間　
　10 月 11 日（火）～ 20 日（木）の 10 日間
〇運動の重点事項
　（全国）子どもと女性の犯罪被害防止
　　　　　特殊詐欺の被害防止
　（県）　　子ども、女性及び高齢者の犯罪被害防止
　　　　　うそ電話詐欺（特殊詐欺）の被害防止
〇実施事項
　警察署はじめ、青パト隊・地域安全モニター・少年
　ボランティア等の防犯ボランティア団体、関係機
　関・団体等で、防犯パトロールやキャンペーン等を
　実施します。市民の皆さんも散歩・ジョギング、
　 買物、犬の散歩等の日常生活の中で、子ども・
　女性・高齢者を見守る「ながら見守り」等にご協
　力をお願いします。
※緊急の事件・事故は迷わず早期に１１０番通報！　
※警察安全相談は☎＃ 9110 または☎ 099-206-0110
　最寄りの警察署・交番も相談窓口です。
〇問合せ　いちき串木野警察署　　　　☎ 33-0110
　　　　　いちき串木野地区防犯協会　☎ 32-9710

　例年、購入予約を受け付けていました農業日誌等に
ついては、刊行中止となりました。
〇種 類　・農業日誌　・ファミリー日誌
　　　　　・新農家暦
※すべて令和５年度版より刊行中止
〇問合せ　農政課　☎ 21-5121

〇受付期間　10 月 21 日（金）～ 11 月 24 日（木）
〇訓練科目　情報電子科、グラフィックデザイン科、
　　　　　　ワークトレーニング科、OA 事務科、
　　　　　　アパレル科、介護福祉サービス科
〇応募資格　障がいをお持ちで、次に該当する方
　・修了後就業の意志がある方
　・障がいの症状が固定している方
　・訓練及び集団生活に支障のない方等
〇試 験 日　12 月９日（金）
〇願書提出先　ハローワーク伊集院
※指定の願書は次の問合せ先に準備してあります。
〇授業料等　無料
※教科書、訓練服代として 30,000 円程度必要
〇問 合 せ　
　・ハローワーク伊集院　　　　　☎ 099-273-3161
　・鹿児島障害者職業能力開発校　☎ 44-2206
　〒 895-1402　薩摩川内市入来町浦之名 1432 番地

令和５年度鹿児島障害者職業能力開発校
入校生募集（B日程）

　認知症の介護にお悩みの方、ひょっとして認知症か
な？と心配な方、みんなで集まって気軽に語り合いま
せんか？どなたでも参加できます。お気軽にお越しく
ださい。
〇日　時　10 月 20 日（木）13：00 ～ 15：30
〇会　場　串木野高齢者福祉センター
〇内　容　介護者交流会
〇対　象　認知症のご本人・ご家族並びに一般の方
〇申込・問合せ　地域包括支援センター ☎ 33-5644
※参加する際は、マスクの着用をお願いします。

障害者委託訓練生（パソコン事務科）募集 令和４年全国地域安全運動の実施

農業日誌等の刊行中止

認知症カフェ“かたいもんそ”のご案内
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　土地は、国民のための限られた貴重な資源で、将来の子ども達のためにも土地の有効利用が大切です。 
　土地の有効利用の実現のためには、国や地方公共団体の取組と土地政策に対する国民の皆様のご理解とご協力
が不可欠なことから、国土交通省は毎年 10 月を「土地月間」と定め、土地に関する様々な普及・啓発活
動を行っています。

　国土利用計画法では、土地の投機的取引や高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図る
ため、土地の売買等について届出制を設けています。一定面積を超える土地の取引をしたときは、土地が所在す
る市町村を通じて県知事に届け出る必要があります。

〇届 出　土地売買等届出書や契約書の写し、図面等の正・副１部を企画政策課へ提出してください。
〇問合せ　企画政策課　☎ 33-5628

〇農地や集落内の「鳥獣のえさ場」をなくしましょう！！
　・収穫残さを放置しない。
　・放任果樹は剪定するか撤去（伐採）する。
　・冬季のえさ場をなくす。
　水田では、稲刈り後の株から伸びる稲穂（ひこばえ）などを除去する。
　収穫後も電気柵は撤去せず、電気を流し農地への侵入を防止する。
　→鳥獣が、えさ場と認識すると、翌春の植付後から被害が拡大
　・畦畔や法面の雑草を管理する。
　冬場、鳥獣のえさとなる青草を覆う「カヤ」や「ススキ」を刈り取らないように草刈りは早めに終わらせましょう。

〇農地周辺や集落内の「鳥獣の隠れ場所」をなくしましょう！！
　・集落内のすみかやひそみ場をなくす。（荒廃農地、茂み、ヤブ等の解消）
　・集落内の見通しを良くする。（緩衝帯の設置、枝打ち等）
〇住民が協力して鳥獣を追い払い「鳥獣の人慣れ」を防ぎましょう！！
　・鳥獣の姿を見たら、みんなで協力して音をたてて追い払う。
　・放任された果樹や収穫残さをえさにしている鳥獣も見逃さず追い払う。
〇鳥獣のえさ場や隠れ場所がないか、柵が破れていないか等の「環境点検」を実施しましょう！！
【点検の視点】

　・集落内や農地に「えさ場（放任果樹、野菜くずの放置等）」はないか。
　・集落内や農地周辺に鳥獣のすみか（ヤブ、けものみち）はないか。
　・侵入防止柵の設置場所と管理状況は適切か。破れていないか。
〇問合せ　農政課　☎ 21-5121

特に被害防止には、秋から冬の「えさ場」をなくして、鳥獣を「寄せ付けない」ことがポイント

野山にえさが少なくなる冬季は、鳥獣を寄せ付けなくするチャンス！！

～　大規模な土地取引には届出が必要です　～

届出が必要となる土地取引 面積要件 届出者 届出の時期

○売買　　　○交換　
○営業譲渡　○譲渡担保　
○代物弁済　○共有持分の譲渡
○地上権・賃借権の設定・譲渡
○予約完結権・買戻権等の譲渡等
※これらの取引の予約である場
　合を含む。

○都市計画区域
　5,000平方メートル以上
○都市計画区域以外の区域
　10,000平方メートル以上
※権利を取得する土地の合計面積

権利取得者
※ 売 買 の 場
　合は買主

契約締結後２週間以内
（契約締結費を含む。）
※２週間の起算日は契約
　書の日付であり、契約
　に基づく実行日ではあ
　りません。

10月は土地月間です

集落ぐるみで鳥獣を「寄せ付けない」取組を実践しましょう！
～知らず知らずのうちに農地や集落が鳥獣の「えさ場」になっていませんか？～
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〇家賃　入居世帯の所得に応じて設定されます。
〇入居基準（主なもの）
　・持ち家がなく、住宅に困っていること
　・世帯の月額所得が 158,000 円以下であること
　（詳細は管理係まで）
　・同居する家族がいること
　・市税や水道料金などの滞納がないこと
　・原則として、公営住宅に入居していないこと
　・入居者及び同居者が暴力団員ではないこと
〇入居時に必要なもの
　・敷金（家賃の３か月分）
　・駐車場保証金（2,520 円 / １台）
※駐車場は１世帯につき１台（浜西住宅は２台）まで
　・連帯保証人（１人）緊急連絡先（１人）
〇申 込 期 限　10 月 19 日（水）必着
〇抽 選 日　10 月 26 日（水）10：00　
　　　　　　　市来庁舎 2 階研修室
〇入居予定日　11 月 11 日（金）
〇そ の 他　公募住宅は既設住宅で、年数も経過し
　　　　　　　ているため壁等に傷みや汚れがあります。
〇申込・問合せ　都市建設課　☎ 21-5112
　　　　　　　都市建設課土木総合窓口係（串木野庁舎）

住宅名 建設年度
募集戸数 構造・設備 単身入居

文京町団地
（串木野高校
近く）

平成６年度
１戸

耐火４階建
（２階）・４DK

水洗トイレ
不可

新田住宅
（ 新 田 公 園
近く）

昭和 48 年度
１戸

耐火２階建
２DK

水洗トイレ

入居可
（但し 60

歳以上）

芹ケ野住宅
（ 芹 ケ 野 公
民館近く）

平成元年度
１戸

木造平家建
３DK

水洗トイレ
不可

ひばりが丘団地
（だいわ串木
野店近く）

平成元年度
２戸

耐火５階建
（３階）・３DK

水洗トイレ
不可

浜西住宅
（ 羽 島 中 学
校近く）

令和元年度
１戸

耐火２階建
（２階）・３LDK

水洗トイレ
不可

日ノ出住宅
（アクアホー
ル近く）

平成 14 年度
１戸

耐火４階建
（３階）・３DK

水洗トイレ
不可

中組住宅
（ 川 上 小 学
校近く）

昭和 60 年度
１戸

耐火２階建   
３DK

水洗トイレ
不可

平佐原住宅
（ 市 来 小 学
校近く）

平成 17 年度
１戸

耐火３階建
（３階）・３DK

水洗トイレ
不可

　個人住宅のリフォーム等に補助金を交付します。
〇対 象 要 件
　・市内に居住する個人住宅または、工事後居住する計
　画のある個人住宅
　・市内業者（本社が市内）により施工される工事
〇対象工事費　20 万円以上
〇補 助 率　10％（補助金限度額 10 万円）
※１世帯につき１回のみ
〇対象外工事
　外構工事、倉庫・車庫の増築改修及び設備機器等の
　購入で改修工事が伴わないもの
〇受付
　随時受付とし、工事が令和５年３月末日までに完了
　するもの
〇申込・問合せ　都市建設課　☎ 21-5154

　地震による木造住宅の倒壊等の被害を防止するため、
予算の範囲内において補助金を交付します。
〇対象要件
　・昭和 56 年５月 31 日以前に着工された住宅
　・住宅の所有者または居住者であること
　・市税等の滞納がないこと
〇診断補助金額
　交付対象経費の３分の２とし、１棟につき 60,000
　円を限度とする
〇改修補助金額
　交付対象経費の 100 分の 23 とし、１棟につき
　300,000 円を限度とする
〇受付
　随時受付とし、診断および工事が令和５年３月末日
　までに完了するもの
〇申込・問合せ　都市建設課　☎ 21-5154

　がけ地に近接して建っている危険住宅を安全な場所
へ移転するための令和５年度助成の募集をします。
　移転に際し、危険住宅の撤去費用と新たな住宅の建
設・購入等のため、金融機関から融資を受けた借入金
の利子相当額を補助金として交付します。
〇対象要件
　・高さ２ｍを越えかつ角度 30 度を超えるがけに近接
　・昭和 46 年８月 31 日以前に建設
　・現に居住している
　・令和５年度内に住宅の建設・解体を実施する方
〇申込期限　10 月 31 日（月）
〇申込・問合せ　都市建設課　☎ 21-5154

市営住宅入居者募集 個人住宅のリフォーム・増改築工事に
補助金制度があります

木造住宅の耐震診断・耐震改修工事に
補助金制度があります

がけ地に近い危険住宅の移転に
補助金制度があります

7



　令和４年度の犬の登録と狂犬病予防注射（脱漏）を実施します。狂犬病予防注射は飼い主の義務です。必ず受
けてください。集合注射で受けられない場合は、動物病院で注射を受けてください。万一、人を咬んだ時は、犬
の登録と予防注射を済ませているかなど、飼い主の管理責任が問われます。
〇登録料　3,000 円
※新しく飼った犬（未登録犬、生後 91 日以上の犬）は、登録が必要です。（生涯１回）
〇注射手数料　3,400 円（注射料金 2,850 円＋注射済票交付手数料 550 円）　
※つり銭のないようにお願いします。
※５月の集合注射や動物病院で既に注射されている場合は、今回の注射は必要ありません。
※集合場所以外で注射は受けられません。
〇接種日時、会場

〇狂犬病予防注射時の注意事項
　・犬をしっかりと制御できる人が会場に連れて来てください。
　・注射後、約２週間は他の予防注射を接種させないでください。
　・注射前・注射後は、できるだけ安静にさせ、激しい運動は避けてください。
　・妊娠・授乳犬は、接種することができません。
　・まれに注射後ショックを起こすことがあります。異常があったらすぐに獣医師に相談してください。
〇その他
　・犬を他人から譲り受けたり、飼い犬が死亡した場合も市民生活課に届け出が必要です。
　・犬の放し飼いは禁止されています。散歩させるときもリード等で繋いで散歩させてください。
　・犬のフンは、飼い主の責任で持ち帰ってください。
〇問合せ　市民生活課　☎ 33-5614

犬の登録と狂犬病予防注射はお済みですか？

日 時 間 場 所 日 時 間 場 所

10
月
26
日
（
水
）

午
前

9：20～9：30 羽島交流センター

10
月
27
日
（
木
）

午
前

9：20～9：30
串木野庁舎公用車
駐車場（国道側）

9：35～9：45 白浜・立石バス停前 9：35～9：45 住吉町・大原公園

9：55～10：05 荒川交流センター 9：55～10：05 上名交流センター

10：20～10：30 野平交流センター 10：15～10：25 福薗公民館

10：35～10：45 野元公民館 10：35～10：45 大薗・内堀酒店横

10：55～11：05
港町
漁協漁民研修センター

10：55～11：05 袴田公民館

午
後

13：20～13：30 別府公民館

午
後

13：20～13：30 川南交流センター

13：35～13：45 酔之尾公民館 13：40～13：50 川北交流センター

13：50～14：00 照島東公園 14：10～14：20
川上地区活性化
センター

14：10～14：20 春日町公民館 14：40～14：50 市来保健センター

14：25～14：35 汐見町・上地商店横
※串木野地域、市来地域のどの
　会場でも受けることができます。14：55～15：05 芹ケ野公民館
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　まぐろの魚食普及、天然船凍まぐろの知識向上、食
育、「まぐろのまち」いちき串木野の PR を目的に、
鹿児島まぐろ船主協会主催の「まぐろの日」まぐろ販
売を開催します。
　皆様の多数のご来場をお待ちしています。
〇日 時　10 月 10 日（月祝）11：00 ～ 17：30
〇場 所　A コープ串木野店駐車場
〇問合せ　鹿児島まぐろ船主協会　☎ 32-2181

〇日 時　10 月 22 日（土）、29 日（土）、
　　　　　　11 月５日（土）
　　　　　　（全３回開催）
　　　　　　18：30 ～ 20：00
〇場 所　多目的グラウンド
　　　　　　（小雨決行、荒天中止）
〇対 象 者　市内小学生（保護者の送迎が必要）
〇定 員　20 名（定員になり次第締切）
〇開 講 式　10 月 22 日（土）18：30 ～
〇保 険 料　800 円
〇申込期限　10 月 19 日（水）
〇申込方法
　所定の申込用紙に必要事項を記入（保護者承諾印が
　必要）のうえ、保険料を添えて社会教育課（市
　来庁舎）または、シティセールス課（串木野庁舎）
　へお申し込みください。
※市陸上競技協会及び県下一周市郡対抗駅伝競走大会
　選手を講師に招いて開催します。
※申込用紙は、上記の２箇所に設置してあります。
※新型コロナウイルスの感染状況により、中止する場
　合があります。
〇問 合 せ　社会教育課　☎ 21-5129

　令和４年度いちき串木野市文化祭を開催します。入
場は無料です。多数のご来場をお願いします。
【いちき串木野市文化祭】
〇作品展示　11 月１日（火）～６日（日）
　　　　　　10：00 ～ 19：00
　　　　　　いちきアクアホール　他
〇芸能発表　11 月６日（日）
　　　　　　９：30 ～ 14：35（予定）
　　　　　　市民文化センター
【作品展示の募集】
〇応募方法　
　社会教育課・いちきアクアホール・中央公民館に置
　いてある出品申請書を 10 月 14 日（金）までに提
　出してください。
　土日、祝日は、いちきアクアホール・中央公民館へ
　ご提出ください。
〇問 合 せ　社会教育課　☎ 21-5113

　10 月 10 日は「まぐろの日」です。
　まぐろをもっと食べてほしい、まぐろへの理解
を深めてほしいことから、1986 年（昭和 61 年）
に制定されました。
　詳しくは、右の二次元コードから
日本かつお ･ まぐろ漁業協同組合
ホームページをご覧ください。

〇募集内容　独身男女の出会いの機会となる文化・ス
　　　　　　ポーツイベント、パーティー、体験教室
　　　　　　などの企画案
〇委託金額 　25 万円以内
〇応募資格　市内で活動する団体（その他要件有り）
〇応募締切　10 月 31 日（月）
〇応募方法  
　応募書、企画提案書などの応募書類を企画政策課へ
　提出してください。
※詳しくは募集要項をご覧ください。募集要項及び応
　募書類は企画政策課にあります。
　また、右の二次元コードを読み取り、
　市ホームページからもご覧になれます。
〇問 合 せ  企画政策課　☎ 33-5628

〇日 時　10 月 28 日（金）19：15 ～ 20：00
〇場 所　消防本部　２階会議室
〇定 員　20 名
〇対象者　市内に居住または勤務（在学）している小
　　　　　学生高学年以上の方
〇受講料　無料
〇申 込　10 月 26 日（水）までに消防本部へ住所、
　　　　　氏名等をお知らせください。
※新型コロナウイルスの感染状況により、開催の変更、
　または、中止になる場合があります。
〇申込・問合せ　消防本部　☎ 32-0119

「まぐろの日（10月10日）」まぐろ販売 マラソン教室受講生募集

文化祭の開催及び作品展示の募集

いちき串木野出会いサポート事業企画案募集

救命入門コースの受講者募集
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〇いきいき女性講座（講座の募集や制作予定の作品、活動の様子はインスタグラムでもご覧になれます）

〇親子ふれあい講座

〇場 所　働く女性の家
〇対 象　市内在住または、勤務している女性を優先し、男性の方も受講できます。
　　　　　親子ふれあい講座は市内在住の小学生の親子（祖父母も可）
〇受講料　無料（ただし、材料費は実費自己負担）
　　　　　※当日のキャンセルは、材料費をいただくことがあります。
〇申 込　10 月８日（土）～ 14 日（金）までに働く女性の家（☎ 32-7130）へ電話でお申し込みください。
　　　　　※受付時間：火曜～土曜、9：00 ～ 17：00
〇託 児　満１歳以上～未就学児。希望する方は、申し込み時にお知らせください。保険料が別途かかります。
　　　　　（１歳児は定員３名、対象外の託児は個別にご相談ください。）
※新型コロナウイルスの感染状況により、変更もしくは中止となる場合があります。

講　座　名 日　 時 回数 定員 講　座　内　容（材料費等）

干支の押し絵
11/8 ～ 29
毎週火曜日

10：00 ～ 12：00
４回 12 名

型に綿を入れて布をくるみ、立体感を出す押し
絵で来年の干支（兎）を作ります。（ハサミ・定規・
ボンド・スティックのり・鉛筆・材料費 3,700 円）

クリスマスリース
11/11（金）

10：00 ～ 12：00
１回 12 名

ドライフラワーで、自分好みのオリジナルリー
スを作りましょう。（材料費 1,500 円）

シャツ型
ティッシュケース

11/30（水）
9：30 ～ 12：00

１回 12 名

可愛いシャツの形をしたティッシュケース入
れを作ります。子どもさんにも喜ばれるはず。

（ハサミ・定規・筆記用具・縫い糸・20cm ×
45cm のお好きな生地 1 枚・材料費 50 円）

ドライフラワーで
作るしめ縄作り

11/26（土）
10：00 ～ 12：00

１回 12 組
我が家だけのオリジナルのしめ縄を親子で楽し
く作って新年を迎えましょう。（材料費 1,500
円）

　市来幼稚園では、未就園の子どもとその保護者を対
象に「ともだちひろば」を開催します。園児と一緒に
遊んだり、ふれ合ったりする交流の場です。皆さんの
参加をお待ちしています。
〇日 時　11 月４日（金）① 10：00 ～ 10：40
　　　　　　　　　　　　　　② 10：50 ～ 11：30
※申込時に、①か②の希望時間をご連絡ください。
　（各 10 世帯まで）
〇場 所　市来幼稚園
〇対 象 者　未就園児とその保護者
〇申込締切　10 月 28 日（金）
〇その他　
　帽子・上履き・水分補給用の水筒等を用意してくだ
　さい。また、感染症対策のため、幼稚園正面玄関で
　受付後、検温とマスク着用の協力をお願いします。
　駐車場は市来幼稚園近くの市来体育館臨時駐車場を
　お使いください。
〇申込・問合せ　市来幼稚園　☎ 36-3188
※新型コロナウイルスの感染状況により、変更または
　中止となる場合があります。

　新たに自主講座として開設された木工教室の講座生
を募集します。
　皆さんの参加をお待ちしています。
〇講 座 名　木工教室
〇内 容　機械を使いながらお皿や花瓶など、オ
　　　　　　　リジナルの木工作品をつくります。
〇受 講 料　1,000 円 / 回（材料費・機械使用料含む）
〇開 催 場 所　愛林工房（冠岳）
〇開 催 予 定　毎月２回土曜日
　　　　　　　（11 月中旬頃から開始予定）
　　　　　　　全６回、9：00 ～ 12：00
〇用意するもの　安全で汚れてもよい服装と粉塵対策の
　　　　　　　マスク
〇申 込 方 法　社会教育課・中央公民館・アクアホール
　　　　　　　にある申込用紙に記入して備え付けの
　　　　　　　ポストに投函または、FAX（36-5044）
　　　　　　　でお申し込みください。
　　　　　　　※氏名、住所、電話番号、年齢を記入
〇申 込 締 切　10 月 28 日（金）
〇問 合 せ　社会教育課　☎ 21-5128

働く女性の家いきいき女性講座

ともだちひろばのご案内 生涯学習講座（自主講座）のご案内

10 発　　行：いちき串木野市役所　企画政策課
〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1
　　　　　　（TEL）0996-32-3111（FAX）0996-32-3124

ホームページ：http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/
Eメール：info@city.ichikikushikino.lg.jp


